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11
月
は『
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
』で
す

捜索の様子
（滞納している法人の事務所で、通帳等を
探しています）

　

税
金
は
、
納
税
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
、

納
期
限
内
に
自
ら
納
め
て
い
た
だ
く
も
の

で
、
期
限
内
に
納
付
が
な
い
場
合
は
『
滞

納
』
と
な
り
ま
す
。

　

滞
納
は
、
市
の
財
政
を
圧
迫
し
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
に
も
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
だ
け

で
な
く
、
税
金
を
納
付
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
方
々
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
加
東
市
で
は
、
収
入
や
財

産
が
あ
り
な
が
ら
も
、
税
金
を
納
め
な
い

悪
質
な
滞
納
者
に
対
し
、
財
産
（
不
動

産
・
動
産
・
預
貯
金
・
給
与
・
生
命
保
険

等
）
の
差
し
押
さ
え
な
ど
を
は
じ
め
と
し

た
滞
納
処
分
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

財
産
調
査
で
財
産
が
発
見
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
強
制
的
に
滞
納
者
の
住
居

や
事
務
所
に
踏
み
込
ん
で
、
現
金
や
換
価

で
き
る
財
産
を
探
す
『
捜
索
』
を
実
施
。

見
つ
か
っ
た
現
金
・
財
産
は
、
差
押
調
書

を
交
付
し
た
後
、
没
収
し
ま
す
。

　

な
お
、
差
し
押
さ
え
た
土
地
・
建
物
や

自
動
車
な
ど
の
財
産
は
、
入
札
や
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
を
活
用
し
て
売
却

し
て
い
ま
す
。
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

へ
の
参
加
手
順
は
20
ペ
ー
ジ
参
照
）

　

た
と
え
『
し
つ
け
』
の
つ
も
り

で
も
、
子
ど
も
に
著
し
い
苦
痛
を

あ
た
え
る
こ
と
、
子
ど
も
の
成
長

に
悪
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
は
、

虐
待
に
あ
た
り
ま
す
。
親
の
都
合

や
事
情
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
切
な
こ
と
は
、
子
ど
も
の
視

点
や
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と

で
す
。

　

育
児
不
安
や
ス
ト
レ
ス
の
蓄
積

は
誰
に
で
も
起
こ
り
得
ま
す
。
自

分
が
「
虐
待
を
し
て
し
ま
い
そ

う
」
と
感
じ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま

ず
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

子
ど
も
虐
待
は
増
え
続
け
て
お

り
、
虐
待
を
受
け
て
命
を
落
と
す

子
ど
も
も
い
ま
す
。
虐
待
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
に
、
気
に
な
る
こ
と

が
あ
れ
ば
、
ま
ず
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
虐
待
で
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
通
告
者
が
責
任
を
問
わ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
秘
密
も
守
ら
れ

ま
す
。

　

あ
な
た
の
勇
気
あ
る
声
こ
そ

が
、
親
子
を
救
う

『
希
望
の
光
』
に

な
る
の
で
す
。

（
内
訳
）

（
内
訳
）

滞
納
は
さ
せ
な
い
！
許
さ
な
い
！

滞
納
は
さ
せ
な
い
！
許
さ
な
い
！

滞
納
は
さ
せ
な
い
！
許
さ
な
い
！

滞
納
者
へ
の
対
策
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
市
税
編
）

滞
納
者
へ
の
対
策
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
市
税
編
）

滞
納
者
へ
の
対
策
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
市
税
編
）

　

滞
納
処
分
・
換
価
の
た
め
の
公
売
な
ど

に
は
、
多
く
の
時
間
と
費
用
が
必
要
で
す
。

こ
れ
ら
の
費
用
は
、
貴
重
な
税
金
で
賄
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

全
て
の
税
金
を
、
福
祉
・
教
育
・
環

境
・
土
木
事
業
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
活

動
の
た
め
の
財
源
と
し
て
有
効
活
用
で
き

る
よ
う
、
市
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
等

の
納
期
限
は
、
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

総
務
部
税
務
課
（
庁
舎
1
階
）

　

☎
4
3
・
0
3
9
8

問い合わせ　福祉部子育て支援課（庁舎1階）　☎43‒0408

（単位：回、件）■公売の実施状況

公売実施回数
公売物件数

落札・売却件数

（不動産）
（動産）

（不動産）
（動産）

■差し押さえの実施状況 （単位：件）
財産の種類

不動産
動産
預貯金
給与
生命保険
その他
合計

26年度 27年度

26年度 27年度

た
と
え『
し
つ
け
』の

　
　
　
　
　

つ
も
り
で
も

『
虐
待
か
も
』と
思
っ
た
ら

相談・連絡先

○児童相談所全国共通ダイヤル
　
　 　☎１８９
○家庭児童相談室（子育て支援課内）

　　☎４３－０４４１

いちはやく

『女性に対する暴力をなくす運動』を実施します『女性に対する暴力をなくす運動』を実施します『女性に対する暴力をなくす運動』を実施します（運動期間 11月12日～25日）（運動期間 11月12日～25日）（運動期間 11月12日～25日）

　ＤＶから、子どもへの虐待が判明するなど、
女性への暴力と子どもへの虐待には深い関係
があります。
　配偶者やパートナーからの暴力を我慢して
いませんか。
　暴力とは殴る・蹴る・物を投げるなどの直
接的なもののほか、無視する・おどす・生活費

　ＤＶから、子どもへの虐待が判明するなど、
女性への暴力と子どもへの虐待には深い関係
があります。
　配偶者やパートナーからの暴力を我慢して
いませんか。
　暴力とは殴る・蹴る・物を投げるなどの直
接的なもののほか、無視する・おどす・生活費

　ＤＶから、子どもへの虐待が判明するなど、
女性への暴力と子どもへの虐待には深い関係
があります。
　配偶者やパートナーからの暴力を我慢して
いませんか。
　暴力とは殴る・蹴る・物を投げるなどの直
接的なもののほか、無視する・おどす・生活費

を渡さない・交友関係を制限する・性行為を
強要するなどの精神的なものも含みます。
　あなた自身を守ることが、
お子さんを守ることに直結
します。相手との関係を『つ
らい』と感じたら、迷わず相
談してください。

を渡さない・交友関係を制限する・性行為を
強要するなどの精神的なものも含みます。
　あなた自身を守ることが、
お子さんを守ることに直結
します。相手との関係を『つ
らい』と感じたら、迷わず相
談してください。

を渡さない・交友関係を制限する・性行為を
強要するなどの精神的なものも含みます。
　あなた自身を守ることが、
お子さんを守ることに直結
します。相手との関係を『つ
らい』と感じたら、迷わず相
談してください。

『
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　

控
除
証
明
書
』の
発
行
に
つ
い
て

『
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

『
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　

控
除
証
明
書
』の
発
行
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得
税
お

よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、申

告
の
対
象
と
な
る
年
の
1
月
1
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た

保
険
料
全
額
が
、社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
1
月
1
日
か
ら
9
月

30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
方
に
は
、日
本
年
金

機
構
か
ら『
社
会
保
険
料（
国
民
年

金
保
険
料
）控
除
証
明
書
』が
、
11

月
上
旬
に
届
き
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は
、控

除
証
明
書
か
、金
融
機
関
等
で
保
険

料
を
納
付
し
た
際
の
領
収
証
書
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
10
月
1
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、今
年

初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
方
に
は
、平
成
29
年
2
月
上
旬

に
控
除
証
明
書
が
届
き
ま
す
。

　

ま
た
、ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で

な
く
、ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
も
、そ
の
保
険
料

を
、納
付
し
た
ご
本
人
の
社
会
保
険

料
控
除
の
申
告
に
加
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。ご
家
族
の
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
方
は
、ご
自
身

の
控
除
証
明
書
と
と
も
に
、ご
家
族

宛
の
控
除
証
明
書
も
添
付
し
て
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。（
二
重
に
控
除

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

　

○
市
民
生
活
部
保
険
・
医
療
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庁
舎
1
階
）

　
　
　
　
　
　

☎
4
3
・
0
5
0
1

問
い
合
わ
せ　

○
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

　
　

☎
0
5
7
0
・
0
0
3
・
0
0
4

　
　
　
　
　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

※
番
号
が
0
5
0
か
ら
始
ま
る

　
　

電
話
で
掛
け
る
場
合

　

  

☎
0
3
・
6
6
3
0
・
2
5
2
5

　

ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
期
限

　
　

平
成
29
年
3
月
15
日（
水
）

　

受
付
時
間

　
　

平
日…

8
時
30
分
〜
19
時

　
　

第
2
土
曜
日…

9
時
〜
17
時

◎
第
2
土
曜
日
以
外
は
平
日
の
み

　

の
受
付
で
、12
月
29
日
か
ら
1
月

　

3
日
ま
で
の
間
は
ご
利
用
い
た

　

だ
け
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　

○
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

　
　

☎
0
5
7
0
・
0
0
3
・
0
0
4

　
　
　
　
　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

※
番
号
が
0
5
0
か
ら
始
ま
る

　
　

電
話
で
掛
け
る
場
合

　

  

☎
0
3
・
6
6
3
0
・
2
5
2
5

　

ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
期
限

　
　

平
成
29
年
3
月
15
日（
水
）

　

受
付
時
間

　
　

平
日…

8
時
30
分
〜
19
時

　
　

第
2
土
曜
日…

9
時
〜
17
時

◎
第
2
土
曜
日
以
外
は
平
日
の
み

　

の
受
付
で
、12
月
29
日
か
ら
1
月

　

3
日
ま
で
の
間
は
ご
利
用
い
た

　

だ
け
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　

○
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

　
　

☎
0
5
7
0
・
0
0
3
・
0
0
4

　
　
　
　
　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

※
番
号
が
0
5
0
か
ら
始
ま
る

　
　

電
話
で
掛
け
る
場
合

　

  

☎
0
3
・
6
6
3
0
・
2
5
2
5

　

ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
期
限

　
　

平
成
29
年
3
月
15
日（
水
）

　

受
付
時
間

　
　

平
日…

8
時
30
分
〜
19
時

　
　

第
2
土
曜
日…

9
時
〜
17
時

◎
第
2
土
曜
日
以
外
は
平
日
の
み

　

の
受
付
で
、12
月
29
日
か
ら
1
月

　

3
日
ま
で
の
間
は
ご
利
用
い
た

　

だ
け
ま
せ
ん
。

　日　時　　11月9日（水）
　　　　　　10時～13時
　場　所　　保健センター（庁舎2階）
　講　師　　健康課　管理栄養士
　申込期限　11月4日（金）
　参加費　　100円
　　◎どなたでも参加できます。

緊急時は迷わず110番を！
　あきらかに生命に危険があると
きは、一刻も早く子どもを保護し
なければなりません。 すぐに通報
してください。

申し込み・問い合わせ
　市民生活部健康課（庁舎2階）☎42-2800

サンサンチャレンジ
食事講座参加者募集
サンサンチャレンジ
食事講座参加者募集
サンサンチャレンジ
食事講座参加者募集

『知って得！食べて納得！！自分の適量！』『知って得！食べて納得！！自分の適量！』『知って得！食べて納得！！自分の適量！』

い。
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会
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国
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行
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つ
い
て

『
社
会
保
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民
年
金
保
険
料
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控
除
証
明
書
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発
行
に
つ
い
て

『
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国
民
年
金
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険
料
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控
除
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明
書
』の
発
行
に
つ
い
て


